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（ii） 高 圧 燃 料 油 管 の 損 傷 に よ る漏 油 に よ りそ の 運 転 が

　　 停 止 す る 単気 筒 デ ィ
ーゼ ル 機 関

（iii）高圧 燃料油管の 損傷 に よ る漏 油 が 発火 源 に飛散 す

る こ と を防 ぐた め の 適当な囲 い を有す るデ ィ
ーゼ

ル 機 関

11． 鋼船規則 D 編及 び同検査要領に おける改正 点の 解説

（機関の溶接施工 方法承認試験及 び製 品溶接確認試験 関連 ）

1，は じめ に

　 1999 年 12 月 27H 規則第 59 号及 び 達 第 54 号 （外 国 籍

船舶 用 ）に よ り，機関の 溶接施工 方法承認 試験及 び製品溶

接確認 試験 に 関す る鋼船規則 D 編及 び 同 検査要領 の 規定

が．一
部改正 され た。以下 ， 改 正 され た規 定につ い て 解説 す

る。

2，改正 の 背景

　鋼船規則 D 編 11 章 「機 関の 溶接」 におい て ，溶接施 工

方 法承 認試 験 及 び 製品 溶接確 認 試験 に 関す る規定に つ い て

は ，

一
部鋼船規 則 M 編の 規定 を参照 した 規定 とされ て い

る。鋼船規則 M 編 に お け る こ れ らの 関連規定に つ い て は，

／997 年 ユ2 月 26 日付 にて ， IACS　UR 　W2 等 を参 考 と し て 改

正 されて お り，鋼船規則 D 編 の 規 定 と整 合 しな い 部分 が

生 じた た め ，鋼船規則 D 編 と M 編 の 開連 規定 に っ い て 整

合を 図 る よ う改正 する こ と と し た。

3．改正 の 内容

3．1 鋼船規則 D 編　 11章　機関の 溶接

（1） 曲 げ試 験 につ い て

　溶 接施 工 方 法 承 認 試験並 び に ボイ ラ及 び 圧 力 容器の 製 品

溶接確認試 験 と して 要 求 され る機械試験 の うち，曲げ試験

に つ い て は，鋼 船 規 則 D 編 で は型曲げ試験 に て 実施す る

よ う規定 され て い た が，鋼 船 規 則 M 編 3．2．2 の 規 定 に整合

させ る よ うロ
ーラ 曲 げ試 験 も適 用 で き る よ う改 正 した 。こ

れは ，型 曲 げ試 験及 び ロ
ーラ曲 げ試 験 で試 験 片 に 与え る ひ

ずみ の 状況 に 大 き な差 は な い こ と との 理 由 に よ るu また ，

1997 年 12 月 260 付 の 鋼船規則 M 編の
一

部改正 に よ り ，

鋼 船 規 則 M 編 表 M3 ．2 の UB −1 号 の 試 験片で は ，板 厚 t≦

20 の 場 合 に は，試験片そ の もの の 板厚 tで 曲げ試験を実施

す る よ う規 定 され た こ とか ら，型 曲 げ試 験 で は，試 験 用 ジ

グを試験片 の 板厚毎 に用 意 しな くて は な らな い こ とに な る

た め合理 的で な く，こ れ に対 して ，ロ
ーラ 曲 げ 試 験 で は，

試験用 ジ グ と して 雄型 だ け用意すれ ば よ い た め，試 験 を 円

滑 に 実施す る こ とがで きる こ とに な る。

　また，実施す る 曲げ試験 の 種類 に っ い て は，従来，試験

材及 び供試 板 の 厚 さ を 19mm に て分類 し ，
19mm 以 下 の 場

合に は，表 曲げ及 び裏 曲げ試 験 を行 い ， 19mm を超 え る場

合 に は 側 曲 げ試 験 を実 施 す る よ う規 定 され て い た が ， 本 規

定も鋼船規則 M 編図 M4 ．1 の 規定 に整 合 させ ，
20mm にて

分類す る よ う改め た。

3．2 鋼船規則検査要領 D 編　11章　機関の溶接

（1） 曲 げ試 験 用 ジグにつ い て

　 曲 げ 試 験 用 ジ グに つ い て は ，従来，鋼船規則 D 編

11．4．44．（2）の 規 定 に よ り，鋼船 規 貝1」M 編図 M3 ．1 に 規定 さ

れ る型 曲 げ試 験 用 ジ グ を使 用す る よ う規 定 され て い た が，

ロ
ー

ラ 曲 げ試 験 の 適 用 を 認 め る こ とか ら，鋼船規則 M 編

図 M3 ．1，図 M3，2 及 び 図 M3 ．3 に規 定 され る 曲 げ試 験 用 ジ

グ を使用す る よ う規定 を 改 め た 。 また ， 前述 した とお り，

鋼船規則 M 編 表 M3 ．2 の UB−1 号 の 試 験 片 で は，試験片 の

板厚 ご とに 曲 げ試 験 を行 うこ とか ら，曲 げ試 験 用 ジ グの 寸

法等 は 試 験片 に よ り異 な り ， 図 M3．1， 図 M3．2 及 び 図

M3 ．3 に 規定 され る 曲 げ 試 験用 ジ グ以 外 の 曲 げ試 験 用 ジ グ

で も こ れ と 同 等 と認 め られ る 場 合 に は 適 用 で き る 旨 ， 開連

規定 を検査要領 Dll ．4．4 と して 規定 した。

12． 鋼船規則 D 編及 び同検査要領 B 編，D 編に おける改正 点の解説

　　　　（ゴム 継手の 検査，
一

般構造及び軸系ね じり振動関連）

L 　は じめに

　1999年 12 月 27 日付 規則第 59 号並 び に 達 第 54号 （外

国籍船 舶 用 ） に よ り，鋼船規則 B 編検査 要 領 並 び に 鋼 船

規則 D 編 及 び 同 検査要領 の ゴ ム 継手 の 検査 、　 般 構 造 及

び軸 系ね じ り振動 に 関す る規定 の 一
部が 改正 され た。以 下，

改 正 され た規則 及 び 検査 要 領に つ い て 解説す る。

2．改正 の 背景

　 こ れ ま で の ゴ ム 継 手 に 関 す る損傷報告及 び 調 査 か ら，損

傷 の 主 要 な 原 因 は ，一
般的 に，継乎 に 作用 す る 高周 波 の 変

動 トル ク 又 は 瞬間 的な過渡 トル ク に よ っ て ゴ ム エ レ メ ン ト
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